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臨時・特別給付金を支給します

　
運
動
の
基
本
を
お
教
え
し
ま
す

ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
！
運
動
教
室
を

開
催
し
ま
す

　
健
康
運
動
指
導
士
の

方
と
一
緒
に
か
ら
だ
を

動
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

特
定
健
診
で
動
機
づ
け
支
援
や
積

極
的
支
援
に
該
当
し
た
方
は
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　
８
月
21
日
㈬

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜

場
所　
市
役
所
大
会
議
室

※

希
望
者
は
送
迎
で
き
ま
す
。

持
ち
物　
飲
み
物　

申
し
込
み　
８
月
16
日
㈮
ま
で
に

電
話
で

問
合
せ　
健
康
づ
く
り
課

☎
58・２
８
３
８

楽
し
く
か
ら
だ
を
動
か
し
て
み
ま
せ
ん
か

ア
リ
ナ
ス
ス
ポ
ー
ツ
教
室
の

お
知
ら
せ

●
ア
ク
ア
体
操

【
火
曜
コ
ー
ス
（
全
３
回
）】

期
間　
９
月
10
日
〜
24
日

時
間　

　
①
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
20
分

　
②
午
後
２
時
30
分
〜
３
時
20
分

費
用　
１
０
０
０
円

【
金
曜
コ
ー
ス
（
全
４
回
）】

期
間　
９
月
６
日
〜
27
日

時
間　

　
①
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
20
分

　
②
午
後
２
時
30
分
〜
３
時
20
分

費
用　
１
３
０
０
円

〉〉
い
ず
れ
も

定
員　
20
人
（
申
し
込
み
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

申
し
込
み　
８
月
20
日
㈫
ま
で
に

フ
ロ
ン
ト
へ
直
接

●
夜
の
ア
ク
ア
体
操
体
験

期
間　
９
月
４
日
〜
25
日

（
毎
週
水
曜
日
）

時
間　
午
後
６
時
40
分
〜
７
時
20
分

対
象　
18
歳
以
上
の
方

定
員　
当
日
先
着
15
人

費
用　
１
回
３
０
０
円

●
バ
ラ
ン
ス
ボ
ー
ル
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

【
木
曜
コ
ー
ス
（
全
３
回
）】

期
間　
９
月
５
日
〜
19
日

時
間　
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
30
分

【
金
曜
コ
ー
ス
（
全
３
回
）】

期
間　
９
月
６
日
〜
20
日

時
間　
午
前
10
時
30
分
〜
11
時
30
分

定
員　
20
人
（
申
し
込
み
多
数
の

場
合
は
抽
選
）

費
用　
１
０
０
０
円

申
し
込
み　
８
月
20
日
㈫
ま
で
に

フ
ロ
ン
ト
へ
直
接

問
合
せ　
ア
リ
ナ
ス☎

54・９
２
０
０

能
代
法
人
会
主
催

健
康
管
理
講
演
会
を

開
催
し
ま
す

　
膝
関
節
疾
患
を
中
心
と
し
た
整

形
外
科
治
療
に
つ
い
て
、
Ｊ
Ｃ
Ｈ

Ｏ
秋
田
病
院　
大
塚
博
徳
副
院
長

が
講
演
を
行
い
ま
す
。

日
時　
９
月
10
日
㈫

　
　
　
午
後
３
時
〜
４
時
30
分

場
所　
プ
ラ
ザ
都

定
員　
先
着
１
０
０
人

申
し
込
み　
８
月
30
日
㈮
ま
で
に

電
話
か
フ
ァ
ク
ス
で

問
合
せ　
能
代
法
人
会

　
　
　
　

☎
54・８
３
５
１

フ
ァ
ク
ス
55・１
９
４
１

対
象
者
へ
祝
い
金
を
お
贈
り
し
て
い
ま
す

結
婚
・
子
育
て
祝
い
金
の

申
請
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

　
祝
い
金
の
申
請
は
子
育
て
支
援

課
や
地
域
局
市
民
福
祉
課
、
ま
た

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
備
え
る
申

請
書
に
記
入
し
、
必
要
書
類
を
添

え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
必
要
書
類
や
記
入
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課

☎
89・２
９
４
６

障
が
い
を
お
持
ち
の
方
や
ご
家
族
の
皆
さ
ん
へ

ア
ク
セ
サ
リ
ー
作
り
を

行
い
ま
す

　
障
が
い
者
の
生
涯
学
習
を
サ
ポ

ー
ト
し
ま
す
。
好
き
な
ビ
ー
ズ
を

選
ん
で
自
分
だ
け
の
ア
ク
セ
サ
リ

ー
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　
８
月
24
日
㈯

　
　
　
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

場
所　
中
央
公
民
館

費
用　
５
０
０
円

申
し
込
み　
事
前
に
電
話
で

問
合
せ　
中
央
公
民
館

☎
54・８
１
４
１

　今年10月からの消費税引き上げによる子ども
の貧困に与える影響に対応するため、給付金を
支給します。
　対象と思われる方には通知をお送りしていま
すので、申請書を記入し、必要書類などを添え
て忘れずに提出してください。
対象　以下の要件をすべて満たす方
・11月分の児童扶養手当を受ける父または母
・10月31日時点で、婚姻をしたことがない方
・10月31日時点で、事実婚をしていない方
支給額　17,500円
申請期限　１月31日㈮まで

問合せ　子育て支援課☎89－2947
　　　　地域局市民福祉課☎73－5500

婚姻歴のない児童扶養手当受給者の方へ

臨時・特別給付金を支給します


